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市政の報告と議案説明  

 

 本年６月から今日までの市政の概要について御報告申し上げます。  

 今年は全国的に例年以上の猛暑が続き、各地で急な豪雤による被害が

発生いたしました。被害に遭われた地域の皆様には心からお見舞い申し

上げます。  

 さて、一昨年、本市を襲った紀伊半島大水害から、早いもので２年が

経とうとしております。  

 一瞬にして尊い命を奪い去った災害の記憶は、先人から受け継がれて

きた多くの教訓とともに、決して忘れてはなりません。過去の災害を教

訓として、災害に強いまちづくりを一層進めてまいります。  

 また、大災害時には、より多くの自治体との連携が必要であります。  

 五條高等学校賀名生分校では、昭和４１年から毎年北海道余市町で農

業の現場実習を行っており、今回で４８回目となりましたが、本年７月

に実施された際には、私も各受入農家を回って御支援に対するお礼を申

し上げるとともに、余市町の嶋町長には、長年にわたる交流を契機に、

災害時の相互応援について提案いたしました。  

 本年度中に、本市と余市町との災害時応援協定が締結できるよう、取

組を進めてまいりたいと考えております。  

 次に、「やまと広域環境衛生事務組合」の事業の進捗等についてであり

ます。  

 議会の御議決を賜り、奈良県知事からの許可を受けてから、ちょうど

１年が経過いたしました。  

 この一部事務組合では、御所市、田原本町及び五條市がそれぞれに抱

える課題を克服するため、広域でごみ処理施設を建設し、建設費や運営

コストの削減及び環境負荷の低減を図ることとしており、平成２８年度

中の操業を目指し計画どおりに事業が進められております。  

 自治体には環境への視点が求められておりますので、本市においては
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引き続きごみの減量化に取り組んでまいります。  

 それでは、各部の所管事業について御報告申し上げます。  

 最初に、市長公室の事業についてであります。  

 はじめに、職員研修の実施につきましては、職員の職務に対する意識

改革を図りながら、職務の遂行に必要な知識、能力等を養成し、併せて

公務員としての人格と教養を高めることを目的として計画的に開催して

いるところであります。  

７月には普通救命講習を、８月には人権問題職員研修会を、それぞれ

全職員を対象に開催いたしました。  

併せて、奈良県市町村職員研修センターが主催する種々の研修会に参

加者を募り、職員自身の更なるレベルアップを図っているところであり

ます。  

次に、平成２６年度の職員採用についてであります。  

市職員の採用にあたっては、定員の適正化を基本としながら、年齢構

成の平準化を踏まえた退職者の状況、さらに、各部署における権限委譲

による事務事業の増加等に配慮した上で、専門職の配置と人材育成を計

画的に努めているところであります。  

なお、平成２６年度採用に係る応募の状況でございますが、事務職員

については、８名の募集に対して応募者は６０名、同じく技術職員は、

３名に対し１名、学芸員は、１名に対し５名、さらに、保健師は３名に

対し３名、管理栄養士は１名に対し４名、社会福祉士は１名に対し２名、

保育士は、２名に対し１４名となっており、第１次試験は９月２１日と

２２日に、第２次試験は１０月１９日に、それぞれ実施した上、１１月

上旬を目途に合格者の発表を予定いたしております。  

次に、新庁舎整備に関する取組についてであります。  

新たな庁舎の整備につきましては、東南海・南海地震が近い将来起こ

るという想定の下で重要な課題と捉えており、５０年後、１００年後の

五條市の将来のまちづくりを見据える中で進めていく必要があると考え
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ております。  

本年８月に、新庁舎の機能、規模の検討及び適地の選定等について、

有識者を交えて研究をしていただくため「新庁舎整備研究委員会」を立

ち上げました。  

今後は、議会の皆様とともに幅広い検討を加えながら協議を重ね、合

併特例債の活用期限内の竣工に向けた取組を進めてまいりたいと考えて

おります。  

次に、空き家情報バンク制度についてであります。  

空き家の有効活用を通して、本市への定住促進による地域の活性化を

図るため、本年６月に「五條市空き家情報バンク制度」を開始したとこ

ろであります。  

この制度は、本市と「空き家等の仲介に関する協定」を締結した事業

者の協力を得ながら進めており、利用希望者からは既に１５件の空き家

に関する問合せをいただいております。  

今後も積極的な利活用を図ることにより、本市への定住促進につなげ

てまいりたいと考えております。  

次に、地域公共交通における取組についてであります。  

市内における公共交通につきましては、年内を目途に交通空白地であ

る木ノ原及び二見地区を通るルートの設定を進めており、更に地域に密

着した利便性の高い公共交通の整備を目指して鋭意努力してまいる所存

であります。  

本年度は、第３次五條市地域公共交通総合連携計画策定の時期となっ

ており、市内循環型の公共交通のみならず、近隣市町村への移動ニーズ

にも対応しながら、より利便性が高く地域特性に即した公共交通網の整

備を検討してまいりたいと考えております。  

また、奈良県全体の地域公共交通の整備を検討するため、奈良県知事

を座長とする奈良県地域公共交通改善協議会が本年２月２０日に立ち上

げられ、南部地域部会として、昨年度実施しましたアンケート調査の結
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果を有効に活用し、南部地域における公共交通の在り方を取りまとめて

いく予定をしております。  

次に、行財政改革の取組についてであります。  

平成１９年度に策定した「五條市新行政改革大綱」及び「五條市集中

改革プラン」につきましては、５年間の取組の検証を行った上で、本年

５月に新たな行政改革の指針となる「第３次五條市行政改革大綱」を策

定いたしました。  

大綱は、平成２５年度から平成２９年度までの５年間を計画期間とし

て、限られた財源を最大限に活用し、行政効果を上げるとともに、市民

サービスの向上を追求することを重視し、定めております。  

また、本年７月には、第３次大綱の具体的な取組内容を明らかにした

「第３次五條市行政改革大綱アクション・プラン」を策定し、取組項目

の一つでもある行政評価を行うなど、改革を進めているところでありま

す。  

さらに、本定例会には、行財政改革の取組の一つである指定管理者制

度における更なる公平性・透明性を図るため、「五條市指定管理者候補選

定委員会条例」を提出したところであります。  

 続きまして、総務部の事業について申し上げます。  

 はじめに、本市の防災についてであります。  

 各地において、異常気象による集中豪雤により尊い人命が失われ、被

災者の方々には不自由な避難生活を送られていると報道されております。 

 気象庁は、本年８月３０日から「警報」の基準をはるかに超える現象

に対して「特別警報」の運用を開始しており、本市においてもより一層

の警戒が必要であると考えております。  

 ７月６日には、市民の皆様を始め約７００名に御参加をいただき、南

海トラフを震源地とする地震等を想定した「平成２５年度五條市総合防

災訓練」を実施し、防災意識の向上と関係機関の連携が図れた、実践的

な訓練を行うことができました。  
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 また、市民会館におきまして、７月１９日には、各地域の自主防災会

会長等にお集まりいただき「自主防災のあり方」と題した自主防災講演

会を開催し、８月３日に開催いたしました「防災講演会」には、市民の

皆様約４００名に御参加をいただき、自衛隊をより身近に感じていただ

くとともに、市と連携を深め、併せて自主防災組織の高揚を図ることを

目的に、陸上自衛隊の災害派遣活動に関する御講演をいただき、大いに

防災意識の高揚が図られたものと考えております。  

 また、防災・減災に向けた対応では、市民への情報発信手法として、

エリアメール等があります。  

 エリアメールは、市町村単位で指定されたエリアにのみ配信し、緊急

時にも回線混雑の影響を受けにくいという特長があり、気象庁が配信す

る緊急地震速報や国・地方自治体が発する災害・避難情報などを、携帯

電話に一斉に同報配信することができます。  

 これらの手段を活用しながら、市民の皆様への情報発信に取り組んで

まいります。  

 なお、地域の防災力を強化するため、危機管理に対する高度の知識を

有する危機管理専門主幹として、８月３日付けで前自衛官を特定任期付

職員として配置したところであります。  

 併せて、災害応援協定につきましては、治水砂防関係の１２自治体に

よる災害時相互応援協定に引き続き、奈良県タクシー協会五條支部等と

情報提供や輸送支援、災害支援物資等に関する協定を締結いたしました。 

 次に、紀伊半島大水害の復旧・復興についてであります。  

 紀伊半島大水害から２年が経過しようとしている中、６月２８日開催

の災害対策本部会議において、今後の避難勧告等の解除時期等について

技術的な見地から検討する「避難勧告等の解除に向けた検討会」の設置

が承認されました。  

 第１回検討会を開催し、辻堂、飛養曽・引土、赤谷地区の工事行程等

や応急仮設住宅の使用貸借契約期限等を踏まえ、長期避難住民の皆様の
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帰宅に向けた安全確保の対応を検討いたしました。  

 次に、生活安全についてであります。  

 「奈良県安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に関する条例」に

基づき、７月１日から「五條市防犯カメラの運用に関する指針」を施行

し、運用の適正管理に努めることとし、さらに、８月１日から「宅地開

発事業指導要綱」を改正し、環境良好な市街地の形成を目的に、駐車場

を併設するコンビニエンスストア等、不特定多数の人が利用する施設に

おける防犯カメラの設置を盛り込んだ、奈良県で最初の取組を実施して

おります。  

 また、本年度も「秋の全国交通安全運動」が９月２１日から３０日ま

での１０日間実施されますので、五條市におきましても、五條警察署を

始め各機関と協力して「交通事故死ゼロ」を目指し、各種取組を行って

まいります。  

 次に、自衛隊誘致についてであります。  

 陸上自衛隊駐屯地の誘致につきましては、７月２６日に「防衛力の在

り方検討のための委員会」から防衛大綱見直しの中間報告がなされ、年

末には新防衛大綱が決まる予定であります。そのため、県と市が共同で

誘致に向けた取組を積極的に行っており、５月の誘致要望に引き続き、

６月には奈良県知事と私が、また、７月には奈良県知事が県の重要要望

項目として、防衛省を始め与党関係者に対しまして駐屯地の誘致に関す

る陳情を行いました。今後も引き続き同様の陳情を行うとともに、市民

に対する陸上自衛隊駐屯地誘致の機運を高めてまいりたいと考えており

ます。   

 次に、情報化政策の推進についてであります。  

 基幹システムの更新に際し、五條市情報検討委員会では、市民サービ

スの向上、業務の効率化、経費削減、マイナンバー制度等に対応するた

め、現在の汎用機のシステムからクラウド化への業務システムの転換を

検討しております。  
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 庁内の業務及び情報システムの導入について、運用に最適な調達仕様

の策定を行い、年内に業者選定をし、平成２７年１月の運用開始を目指

し、今定例会に関係予算を計上しているところであります。  

 続きまして、すこやか市民部の事業について申し上げます。  

 はじめに、人権・同和問題に関する啓発推進事業につきましては、私

たちの周辺に存在する身近な人権問題を一人ひとりが認識し、人の尊厳

を考え、お互いの立場を尊重しながら生活する必要性を十分理解し、自

己及び市民の人権意識の向上のため、今後の人権に対する施策につなげ

ていけるようにと考えております。  

 毎月１１日の「人権を確かめあう日」には、広報車で街頭啓発活動を

行っており、４月１１日の「人権を確かめあう日」には、県内で同時開

催されました「一斉集会」を本市においても開催することで、人権意識

の高揚を図りました。  

 次に、７月の「差別をなくす強調月間」では、７月６日には「第４２

回差別をなくす市民集会」を、７月１２日には「人権・同和問題講演会」

を開催し、啓発活動に努めました。  

 本年度は、９月に「第４０回奈良県人権・部落解放研究集会」、１０月

には「第１９回なら･ヒューマンフェスティバル」が五條市内で開催され

ることから、更なる啓発推進の機会が期待されるところであります。  

 今後も「人権のまちづくり」を目指して、市民への啓発をより活発に

する取組を進めてまいります。  

 続きまして、あんしん福祉部の事業について申し上げます。  

 ひとり暮らし高齢者等の見守り事業として、従来からの緊急通報シス

テムを見直し、１０月から受信センターを一本化して、２４時間体制の

相談及び安否の確認体制を整備し、ひとり暮らしの高齢者が、住み慣れ

た地域で安全安心に生活を営むことができるよう充実を図ってまいりま

す。  

 続きまして、産業環境部の事業について申し上げます。  
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 はじめに、（仮称）五條市新し尿処理施設建設工事につきましては、現

在建築確認の申請中であり、申請が受理され次第本格的に建築工事に着

手し、平成２６年度の新施設完成を目指して取り組んでおります。  

 また、本年６月に、二見地区自治連合会から（仮称）五條市新し尿処

理施設建設に伴う周辺環境整備事業についての要望書が提出され、関係

各課と意思疎通を行いながら、連合会と協議を進めているところであり

ます。  

 次に、農林行政の取組についてであります。  

 地域農業につきましては、昨年度の国の「人・農地プラン」制度によ

り、本市においても地域農業をより発展させるため、地元集落等による

将来の地域農業の在り方を計画する「地域農業マスタープラン」を市内

８地域に分け作成いたしました。今後、このプランに基づき、各種補助

金を活用しながら地域農業の推進と農地の維持管理及び担い手の確保を

目指してまいりたいと考えております。  

 なお、余暇時間の拡大や生活に対する価値観の変化により、農業者以

外の市民の間に「自分の手で野菜や花を栽培し、自然と触れ合いたい」

という要望が高まっておりますので、農業に対する理解を深めるととも

に、家族ぐるみで土に親しみ、緑と自然に触れられるレクリエーション

の場として、市街地内の一部を整備し「市民農園」を開設する予定をい

たしております。  

 また、有害鳥獣対策につきましては、鳥獣による農作物の被害は営農

意欲を低下させ、耕作放棄地の増加をもたらし、これが更なる被害を招

くといった悪循環を生じさせていることから、農家の方々の悲痛な思い

を軽減させるため、本市では「捕獲強化」及び「防除対策の促進」を掲

げ、今後も引き続き有害鳥獣の対策に全力を挙げてまいります。また、

捕獲したイノシシやシカ肉を地域の産物として捉え、処理施設とともに

加工施設の建設を目指しております。  

 林業振興対策につきましては、林業事業者を支援するため、間伐材の
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利用促進を図り、県産材生産促進事業や森林管理・環境保全直接支払制

度を利用して、間伐材の搬出促進に取り組んでおります。  

 柿振興につきましては、日本一を誇る「奈良県産ハウス柿」をＰＲす

るため、８月２日に東京大田市場において、奈良県知事を筆頭に、私と

下市町長、ＪＡならけんの関係者並びに地元ハウス柿生産者２５名とと

もに、市場関係者及び仲買人へのトップセールスを行いました。今後も

引き続き、積極的にマスコミ等へのＰＲやイベントに参加し、「五條の日

本一の柿」の販売促進とブランド化、生産及び品質向上を推進してまい

ります。  

 次に、観光行政についてであります。  

 今年は、天誅組が五條で兵を挙げて１５０年の節目の年であります。  

 天誅組とゆかりのある安堵町・十津川村・東吉野村と五條市で連携協

議会を立ち上げ、広域的に連携し、情報発信に取り組んでおり、８月１

７日から８月３１日までの間、奈良県立美術館において「天忠組１５０

年記念展」を、また、８月１８日には、奈良県文化会館において「日本

は大和から変わった」をテーマにシンポジウムを開催いたしましたとこ

ろ、両会場ともたくさんの方に御来場いただくことができました。  

 次に、第４３回吉野川祭りについてであります。  

 花火の打ち上げについては、夕方からの雷雤がありましたので、約２

０分間早めて打ち上げました。市内外からお越しいただいた多くの皆様

には、夜空に広がる大輪の花火を楽しんでいただくことができました。  

 次に、映像による本市のＰＲについてでありますが、河瀨直美監督が

立ち上げられた「なら国際映画祭」の関係者が、五條市を舞台に８月中

旬から末にかけて撮影を行いました。  

 今後、編集作業を経て、カンヌ国際映画祭などへの出展を考えている

とのことであります。御協力いただきました皆様には、改めてお礼申し

上げます。  

 次に、五條新町で整備を進めております（旧）辰巳邸につきましては、
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新たに起業することを考えている人やグループ、法人を支援するための

施設として活用する予定をしており、本定例会において「五條市起業家

支援施設条例」を提出したところであります。  

 次に、企業誘致についてであります。  

 昨年度、北宇智工業団地への進出が決定いたしました朝日ウッドテッ

ク株式会社は、本年８月末から一部操業を開始いたしました。更に設備

を充実し、９月以降本格稼働となる予定であります。  

 また、同じく北宇智工業団地に新規進出した株式会社カクダイも操業

を開始しており、今後県などの関係機関と連携しながら、 1 社でも多く

の企業を誘致し、雇用の場を確保できれば、人口流出に歯止めがかけら

れるだけではなく、五條市に住んでくれる人が増えることにつながりま

すので、今後更に努力してまいります。  

続きまして、都市整備部の事業について申し上げます。  

はじめに、小規模住宅地区改良事業についてであります。  

宇井地区及び清水地区の住環境整備につきましては、小規模住宅等地

区改良事業を活用し、本年４月から事業に着手いたしました。  

宇井地内と阪本地内に建設する６戸の改良住宅は、建設予定地の支障

建物の解体工事が完了し、現在造成工事を行っているところであります。 

また、改良住宅の設計業務につきましては、１０月下旬に建設工事の

入札を予定しており、平成２６年３月末の完成に向け事業を進めている

ところであります。  

なお、紀伊半島大水害の被災者対策として建設された応急仮設住宅に

つきましては、本年１０月末をもって２年が経過し、奈良県との使用貸

借契約が終了することとなっております。しかしながら、宇井地区など

の避難指示、避難勧告を継続している地域もあり、帰宅できない被災者

の方も多数おられることから、入居者の意向を踏まえ、仮設住宅使用期

間の延長について、現在、奈良県に要望いたしております。  

また、辻堂地区につきましては、現在整備計画を策定中であり、計画
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策定終了後、同地区の住環境整備に着手したいと考えております。  

次に、道路関連事業についてであります。  

市道関係では、６月の梅雤前線による豪雤により、市道への崩土、倒

木、路肩の決壊等が発生し、通行の安全確保のための支障物の除去等緊

急対応をいたしました。  

また、大塔町辻堂地区の橋りょう及び道路災害復旧事業につきまして

は、国の再調査を受け、五條土木事務所と協議調整を密にしながら、実

施に向けて進めております。  

また、社会資本総合交付金を活用して、トンネル点検、橋りょう長寿

命化事業、通学路安全対策事業及び道路舗装に係る道路等保全整備事業

の計画及び実施を進めております。  

地域高規格道路五條新宮道路の五條市域は、国から指定を受けた調査

区間４キロメートルのうち、京奈和自動車道五條インターチェンジから

本陣交差点までの約１．１キロメートルの４車線化に向けた県の都市計

画決定の変更を目指し、「五條市まちづくり構想」と並行して、引き続き

関係機関と取り組んでまいります。  

京奈和自動車道大和・御所道路の御所区間の約１３．４キロメートル

につきましては、順次工事が進んでおり、橿原・高田インターチェンジ

から御所インターチェンジ区間については既に供用開始されており、五

條道路区間においても、五條北ランプ橋出屋敷高架橋上部工事も始まり、

平成２８年度大和・御所道路区間全線供用開始に向け、引き続き要望活

動に取り組んでおります。  

国道２４号歩道整備事業につきましては、１から３工区においては国

道北側部分の工事を開始し、引き続き二見１丁目交差点から５００メー

トル先の交差点までの４工区につきましても国土交通省と連携を密にし、

本年６月から順次用地交渉を進めているところであります。  

ＪＲ五条駅につきましては、入口段差解消をＪＲと協議し、６月末に

工事を発注し、８月中に段差を解消することができました。  
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次に、既存木造住宅の耐震診断・耐震改修事業につきましては、「広報

ゴジョウ」８月号で希望者を募集し、事業を進めております。今後も本

事業を積極的に推進し、大規模地震に備えた安全な地域づくりを目指し

てまいります。  

次に、市営住宅の管理につきましては、家賃の徴収率向上に努め、家

賃の滞納を防止して、家賃収入を確保し、入居者間の公平性を確保する

ことは、市営住宅の管理の適正化の観点から、重要かつ喫緊の課題とな

っております。現在、督促等にも応じない８名の滞納者に対して民事調

停を申し立てており、内５名について和解が成立いたしました。  

今後も法的措置を含めた適切な対応により、更に市営住宅の管理の適

正化を図ってまいります。  

次に、公園関連事業についてであります。  

平成２７年８月に和歌山県を幹事県として近畿ブロックで開催される

全国高等学校総合体育大会（インタ－ハイ）のフェンシング競技会場と

なる（仮称）五條総合体育館建設事業につきましては、本年４月から、

測量業務・基本構想業務・地質調査業務・設計業務を順次発注いたしま

したので、今後は各業務完了とともに、体育館建設に向けた準備を進め

てまいります。  

このほかの公園の維持管理につきましては、市内には、児童遊園地が

４５箇所、市立公園が１４箇所、都市公園などが１６４箇所あり、遊具

などの老朽化が進んでいるものにつきましては、修繕可能なものを除き、

安全性の考慮から撤去を行いました。  

（仮称）金剛山麓野鳥の森整備事業につきましては、山麓への進入路

にあたる園路の整備は昨年度中に完了しており、現在、（仮称）金剛山麓

野鳥の森整備地域の集約化への取組のため施業集約化促進計画を作成し

ており、立木調査・路網の線形調査・境界や施業界の確認などの整備を

進めてまいります。  

次に、下水道事業についてであります。  
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本年度の公共下水道事業につきましては、国道２４号歩道整備工事の

進捗に対応して、新町地区の一部で工事が完了し、現在は、順次工事が

施工できるよう準備を整えております。また、野原地区等につきまして

も、順次発注を予定しております。  

一方、公共下水道整備に伴う水洗化への普及対策につきましては、新

たに供用開始となりました地区での普及活動を始め、未接続家屋への接

続の理解を求め、公共用水域における水質及び環境の保全・改善に努め

ているところであります。  

続きまして、水道局の事業について申し上げます。  

水道事業につきましては、生活様式の向上と水需要に対応するため、

公共性と経済性との調和を図りながら、受益者負担を原則に健全経営に

努めているところであります。  

また、事業計画に基づき、基幹水道構造物の耐震化事業、老朽化施設

及び老朽管の更新等必要な事業の整備を図りながら、水質基準に適合し

た安全で低廉な水道水を安定的に供給できるよう、更に取り組んでまい

ります。  

なお、平成１７年度に基本計画を作成いたしました「岡中継施設」に

つきましては、低地側にある岡加圧ポンプ所から、高所の田園地区を始

めとする地域約３，５００戸に給水している基幹水道施設の高水圧の緩

和と施設能力の省力化に伴うコスト軽減、また、災害時の飲料水を確保

するため、本年３月に耐震基準及び施設レイアウトの見直しによる設計

業務委託を完了いたしました。築造工事につきましては、平成２５年度

及び２６年度の２箇年で完了を予定しております。  

次に、簡易水道事業につきましては、水道未普及地域であります大塔

町辻堂地区に対しまして、水道未普及地域解消事業を実施しており、本

年度中の完成を予定しております。  

また、紀伊半島大水害で被災した大塔町宇井地区へは、現在仮浄水場

からの給水を行っておりますが、安定給水が早期に実現できるよう、本
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年度における本復旧を目指して災害復旧事業を進めているところであり

ます。  

 続きまして、教育委員会事務局の事業について申し上げます。  

 はじめに、教育環境の整備につきましては、子ども達の安全を優先的

に確保すべく、現在、宇智小学校、北宇智小学校、野原小学校及び五條

東中学校の屋内運動場の耐震補強工事に入るための設計を行っていると

ころであります。  

 また、学校へのエアコン導入につきましては、現在、五條中学校、野

原中学校及び五條西中学校の普通教室への設置工事を行っております。  

 次に、学校教育につきましては、小中学校の在り方、とりわけ教育内

容や規模の適正化について検討するために設置した「五條市小中学校の

今後の在り方に関する懇話会」の第１回会合を７月４日に開催し、五條

市の児童・生徒の教育課題や実態等を踏まえ、多方面で活躍する委員に

よる積極的な討議が行われました。今後、先進地視察も行いながら、将

来にわたる五條市の教育の方向性について論議していただき、本年度末

には一定の提言をいただく予定であります。  

 次に、生涯学習につきましては、地域と共にある学校づくりを目指し、

「学校・地域パートナーシップ事業」を市内１３校で実施したところで

あります。本年度は、保護者と地域による学校を支援するための体制づ

くりとして、コミュニティ協議会の設置やボランティアの募集等を行い、

具体的な支援活動を展開してまいります。  

 次に、伝統的建造物の保存修理事業につきましては、本年度は７件の

修理事業を行ってまいります。  

 次に、子ども健全育成につきましては、７月２７日から３日間、熊野

市の「熊野尐年自然の家」において恒例のトレジャーキャンプを実施い

たしました。小学５年生から中学２年生の児童生徒は、ボランティアグ

ループ「風のつばさの会」の指導により、山や海など自然の中での活動

を通じて、自立の精神や友達と助け合う心を育成することができました。 
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 最後に、消防本部の事業について申し上げます。  

 はじめに、消防庁舎建設事業についてであります。  

 消防庁舎建設工事につきましては、工程どおり順調に進んでおり、現

在、庁舎棟につきましては駆体工事が完成し、外装及び内装の工事に取

り掛かっております。  

 また、訓練棟及び駐車場棟につきましては、７月末日をもって駆体工

事が完了し、本年７月末現在の進捗率は約６８パーセントであります。  

 次に、奈良県消防広域化についてであります。  

 消防広域化につきましては、先の五條市議会第２回６月定例会におき

まして、奈良県広域消防組合の設立に関する協議について可決していた

だき、組合を構成する他の３６市町村においても、全ての議会で可決さ

れ、広域消防組合発足に向けた準備が整ったところであります。  

 現在、組合の条例及び規則の制定並びに関係市町村間の協定などの協

議調整を行っており、広域消防組合設立に向けた事務が進められている

ところであります。                   

 次に、消防救急デジタル無線の整備についてであります。  

 県下１１消防本部が共同で行っていた実施設計業務が、本年３月に完

了いたしました。現在、３箇年計画で整備事業を行うための入札業務が

完了し、平成２８年３月の完成を予定しております。  

 次に、警防業務についてであります。  

 本年５月頃から畑や竹やぶなどの火災が増加していることから、新聞

や広報紙による注意喚起はもとより、巡回広報や巡回警備を実施し、火

災予防や不審火の警戒を行っているところであります。  

 また、６月２日から６月８日までの「危険物安全週間」を契機とした

消防訓練といたしましては、市内危険物施設を保有する能瀬精工株式会

社におきまして、危険物火災を想定した社員の初動体制の確立並びに消

防機関の活動訓練を実施し、危険物火災時の被害軽減や初期消火、消防

対策等を確認いたしました。  
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 次に、救急業務についてであります。  

 夏休みを前に、市内小中学校の児童、生徒及び保護者を対象に救命講

習を開催し、心肺蘇生法を始め応急手当の方法等について指導を行った

ところであります。  

 次に、（仮称）五條消防署西吉野救急出張所建設事業についてでありま

す。  

 西吉野地区の救急体制を充実させ、住民の生命を守るための救急出張

所につきましては、監理業務においては、８月末に入札を行い、業者が

決定いたしました。本体工事においては、９月上旬に入札を行い、本年

度内の運用を目指し取り組んでいるところであります。  

 市政の報告は、以上であります。  

 続きまして、本定例会に提出いたします諸議案について御説明申し上

げます。  

 まず、報第１３号  専決処分の報告（調停）につきましては、市営住

宅家賃等の滞納について市職員の再三の訪問による徴収、指導に応じず、

支払の意思がないものと認められ、相手方と調停し、合意に至ったため、

地方自治法第１８０条第２項の規定により、報告するものであります。  

次に、報第１４号  専決処分の報告（訴えの提起）につきましては、

賃料が未払となっている市営住宅の明渡し及び未払賃料・駐車場使用料

の支払を求めるため専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項

の規定により、報告する次第であります。  

次に、議第３９号  五條市指定管理者候補選定委員会条例の制定につ

きましては、指定管理者候補選定委員会を附属機関と位置付けるため、

本条例を制定するものであります。  

 次に、議第４０号  五條市都市計画税条例の制定につきましては、本

市における都市計画税に関する規定を整理するため、五條市税条例から

当該規定を分離し、新たに独立した条例を制定するものであります。  

 次に、議第４１号  五條市起業家支援施設条例の制定につきましては、
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個人、グループ又は法人の新分野への進出等を支援し、地域経済の発展

及び観光振興に寄与する目的で五條市起業家支援施設を設置するため、

本条例を制定するものであります。  

 次に、議第４２号  奈良県広域消防組合の設立に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定につきましては、奈良県広域消防組合の設立に伴う

関係条例の整理を行うため、本条例を制定するものであります。  

 次に、議第４３号  特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に

関する条例の一部改正につきましては、政治倫理審査会委員及び指定管

理者候補選定委員会委員の報酬及び旅費を規定するため、本条例の一部

を改正するものであります。  

次に、議第４４号  五條市税条例の一部改正につきましては、平成２

５年税制改正等に伴う改正を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。  

次に、議第４５号  五條市介護保険条例及び五條市後期高齢者医療に

関する条例の一部改正につきましては、平成２５年税制改正に準じ、延

滞金割合の引下げ等を行うため、本条例の一部を改正するものでありま

す。  

次に、議第４６号  五條市消防本部の設置、位置及び名称に関する条

例及び五條市消防署の設置、名称及び位置並びに管轄区域に関する条例

の一部改正につきましては、消防本部及び消防署を移転するため、本条

例の一部を改正するものであります。  

次に、議第４７号  五條市・十津川村消防事務委託規約の廃止につき

ましては、奈良県広域消防組合の設立に伴い、五條市・十津川村消防事

務の委託を要しなくなるため、本規約を廃止するものであります。  

次に、議第４８号  五條市過疎地域自立促進計画の一部変更につきま

しては、過疎対策におけるハード事業として地域間交流促進事業に、ソ

フト事業として、南和広域医療組合負担金及び伝建地区防災事業に過疎

債を充てるためのものであります。  
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次に、議第４９号  新五條市まちづくり計画の一部変更につきまして

は、合併特例債延長法の成立により、合併特例債の発行期限が延長され

たことによる計画期間の変更及び広域ごみ処理施設整備事業に合併特例

債を充てるためのものであります。  

 次に、議第５０号  平成２５年度五條市一般会計補正予算（第２号）

議定につきましては、歳入歳出それぞれ１億５，６４９万４千円を追加

し、総額１９２億８１８万円とする予算の補正及び（仮称）五條総合体

育館建設事業等２事業に係る債務負担行為の追加等でございます。  

 補正の主な内容といたしましては、市民農園整備事業に５４９万６千

円、道路舗装及び通学路安全対策事業に３，５８０万円、平成２３年台

風１２号災害及び本年６月の豪雤災害の災害復旧事業に３，３０８万円

等を追加するものであり、財源につきましては、国庫支出金等を見込み

まして補正予算を編成した次第であります。  

 次に、議第５１号  平成２５年度五條市介護保険特別会計補正予算（第

１号）議定につきましては、歳入歳出それぞれ１，８７８万円を追加し、

総額３６億１，３７８万円とするもので、補正の内容は、介護保険財政

調整基金積立金１，７２３万円及び償還金１５５万円を追加するもので

あり、これらの財源につきましては、繰越金等を見込みまして補正予算

を編成した次第であります。  

 次に、議第５２号  平成２５年度五條市農業集落排水事業特別会計補

正予算（第１号）議定につきましては、歳入歳出それぞれ１８万４千円

を追加し、総額４２８万４千円とするもので、補正の内容は、排水処理

施設のポンプ配水管の修繕料等を追加するものであり、これらの財源に

つきましては、繰越金を見込みまして補正予算を編成した次第でありま

す。  

 次に、認第１号から認第１０号につきましては、平成２４年度の五條

市一般会計、各特別会計及び五條市水道事業会計の歳入歳出決算の認定

を求めるものであります。  



 19 

次に、同第３号  五條市教育委員会委員の任命につきましては、堀内

伸起委員の任期が、平成２５年１２月２０日をもって満了するため、そ

の後任の同意を求めるものであります。  

次に、同第４号から同第１０号までの五條市政治倫理審査会委員の委

嘱につきましては、五條市政治倫理審査会の新設に伴い、委員を委嘱す

るため、議会の同意を求めるものであります。  

 次に、推第４号  人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めること

につきましては、小松靖幸委員の任期が、平成２５年１２月３１日をも

って満了するため、その後任を推薦し、議会の意見を求めるものであり

ます。  

以上が、市政の報告と、この度提出いたしました諸議案の概要であり

ます。  


